
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  会社法における確認会社の取扱い 

Ｑ：当社は、最低資本金の特例を活用した、

いわゆる確認会社です。会社法施行後は、資

本金はどうすればいいのですか？ 

 

Ａ：増資の必要はありませんが、増資の条

件を定款に付けている会社は、定款の変更を

しなければなりません。 

【解説】 

１円で会社が設立できる、いわゆる確認会

社は、中小企業の新たな事業活動の促進に関

する法律により特例的に認められている会社

ですが、設立５年以内に最低資本金をクリア

しなければ会社は、解散に追いやられること

となっています。 

しかし、この特例は、会社法における最低

資本金制度が撤廃されることにあわせて、廃

止されることとなっていますので、会社法施

行後は資本金を増加しなくても存続すること

になります。 

ただし、確認会社では今の法律との関係か

ら、５年以内に最低資本金を満たさなかった

場合は会社を解散する旨の定めを定款に設け

ている場合が多く、その場合には、資本金の

条件を満たさないと会社が解散されてしまい

ますので注意しなければなりません。 

この場合には、会社法施行後に、この解散

事由を廃止する定款の変更を行ったうえで登

記申請手続きを行うことになります。 

なお、定款の変更手続きは、取締役会を設

置している会社においては取締役会の決議、

設置していない会社においては取締役の過半

数の決定で行うことができます。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００5 年）平成１７年 月 日 木曜日   ２１  ２  ２

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

２ 9 3 2  

 

号 


